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巻
頭
の
辞

　

令
和
四
年
三
月
三
一
日
、
谷
口
勢
津
夫
先
生
が
大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
を
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
の
業
績
を
称
え
る

と
と
も
に
、
先
生
に
対
す
る
私
た
ち
の
感
謝
と
惜
別
の
思
い
を
込
め
て
、
こ
こ
に
「
阪
大
法
学
」
特
集
号
を
刊
行
し
、
先
生
に
捧
げ
ま

す
。

　

谷
口
勢
津
夫
先
生
は
、
昭
和
五
六
年
三
月
に
京
都
大
学
法
学
部
を
卒
業
さ
れ
、
昭
和
五
八
年
三
月
に
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

公
法
専
攻
修
士
課
程
を
修
了
、
昭
和
五
九
年
四
月
に
甲
南
大
学
法
学
部
助
手
に
採
用
さ
れ
、
昭
和
六
一
年
三
月
に
京
都
大
学
大
学
院
法

学
研
究
科
公
法
専
攻
博
士
後
期
課
程
を
認
定
退
学
、
同
年
四
月
に
甲
南
大
学
法
学
部
講
師
、
昭
和
六
三
年
四
月
に
同
助
教
授
、
平
成
六

年
四
月
に
同
教
授
に
昇
任
さ
れ
、
平
成
一
四
年
四
月
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
ま
で
同
大
学
企
画
室
長
、
平
成
一
四
年
一
〇
月
か
ら
平
成

一
五
年
三
月
ま
で
同
大
学
法
曹
養
成
高
等
教
育
研
究
所
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
一
六
年
四
月
に
大
阪
大
学
大
学
院
高

等
司
法
研
究
科
教
授
と
し
て
本
学
に
着
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

教
育
面
で
は
、
法
学
部
、
大
学
院
法
学
研
究
科
お
よ
び
高
等
司
法
研
究
科
に
お
い
て
、
税
法
関
係
科
目
を
担
当
し
、
ド
イ
ツ
法
を
中

心
と
す
る
外
国
法
へ
の
深
い
学
識
を
背
景
と
し
た
講
義
・
演
習
に
よ
り
、
多
く
の
学
生
を
指
導
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
定
評
あ
る
単
著

の
教
科
書
で
あ
る
『
税
法
基
本
講
義
』（
弘
文
堂
、
初
版
二
〇
一
一
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
教
材
を
執
筆
・
公
刊
さ
れ
、
さ
ら

に
、
法
学
研
究
科
に
お
い
て
、
国
税
庁
お
よ
び
税
関
か
ら
の
現
役
職
員
の
派
遣
を
継
続
的
に
受
け
入
れ
て
修
士
学
位
論
文
の
執
筆
を
指

導
さ
れ
た
こ
と
も
、
社
会
的
意
義
の
大
き
い
教
育
的
功
績
と
し
て
特
筆
さ
れ
ま
す
。

　

研
究
面
で
は
、
と
り
わ
け
、
単
著
の
研
究
書
で
あ
る
『
租
税
条
約
論
─
租
税
条
約
の
解
釈
及
び
適
用
と
国
内
法
』（
清
文
社
、
一
九
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九
九
年
）
お
よ
び
『
租
税
回
避
論
─
税
法
の
解
釈
適
用
と
租
税
回
避
の
試
み
─
』（
清
文
社
、
二
〇
一
四
年
）
に
結
実
し
た
研
究
を
行

わ
れ
ま
し
た
。『
租
税
条
約
論
』
は
租
税
に
か
か
る
先
端
的
・
国
際
的
問
題
の
研
究
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
第
八
回
租
税
資
料
館
賞

を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。『
租
税
回
避
論
』
は
、
先
生
の
研
究
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
租
税
回
避
に
関
す
る
過
去
約
一
〇
年
に
わ
た
る
論
文

を
集
大
成
し
た
論
文
集
で
あ
り
、
税
法
解
釈
学
の
中
心
問
題
に
関
す
る
重
厚
な
研
究
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
冊
の
モ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
『
税
法
創
造
論
─
税
法
に
お
け
る
法
創
造
と
創
造
的
研
究
─
』（
清
文
社
、
二
〇
二
二
年
）
を
刊
行
さ
れ
、
研
究

論
文
集
「
三
部
作
」
を
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
長
年
の
研
究
の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
、
主
と
し
て
法
科
大
学
院
の
学
生
向
け
の
教
科

書
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
前
記
『
税
法
基
本
講
義
』
は
、
税
法
・
税
法
学
の
全
体
像
を
明
快
に
描
き
出
し
て
多
く
の
読
者
に
迎
え
ら
れ
、

現
在
、
第
七
版
ま
で
版
を
重
ね
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
谷
口
先
生
の
研
究
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
租
税
法
律
主
義
を
基
軸
に
し
て
、
税

務
・
会
計
等
の
専
門
家
向
け
の
解
説
を
行
っ
た
雑
誌
連
載
を
基
礎
に
し
て
『
税
法
の
基
礎
理
論
─
租
税
法
律
主
義
論
の
展
開
─
』（
清

文
社
、
二
〇
二
一
年
）
を
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
論
文
も
多
数
に
の
ぼ
り
、
租
税
法
律
主
義
、
税
務
調
査
に
関
す
る
行
政
裁

量
の
統
制
、
法
人
税
法
二
二
条
四
項
の
定
め
る
公
正
処
理
基
準
の
意
義
、
租
税
回
避
否
認
規
定
に
関
す
る
要
件
事
実
論
の
意
義
と
限
界
、

更
正
の
請
求
の
排
他
性
を
理
由
に
課
税
処
分
取
消
訴
訟
に
係
る
訴
え
の
利
益
を
否
定
す
る
裁
判
例
の
批
判
的
検
討
等
の
、
税
法
学
の
幅

広
い
論
点
に
つ
い
て
重
要
な
研
究
成
果
を
公
に
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
三
度
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
（
ド
イ
ツ
）
で
の
在
外
研
究
な
ど
を

通
じ
て
、
海
外
の
研
究
者
と
の
交
流
・
親
交
を
深
め
、
ド
イ
ツ
の
著
名
な
研
究
者
の
記
念
論
文
集
へ
の
寄
稿
を
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
国

外
に
お
い
て
も
多
数
の
論
文
を
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。

　

学
内
行
政
に
お
い
て
は
、
高
等
司
法
研
究
科
に
お
い
て
、
平
成
一
八
年
四
月
か
ら
平
成
二
二
年
三
月
ま
で
副
研
究
科
長
、
同
年
四
月

か
ら
平
成
二
六
年
三
月
ま
で
研
究
科
長
を
務
め
、
同
研
究
科
が
法
科
大
学
院
と
し
て
厳
し
い
競
争
的
環
境
に
置
か
れ
る
中
、
通
算
八
年

間
に
わ
た
っ
て
、
研
究
科
運
営
の
中
心
を
担
い
、
研
究
科
の
発
展
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
研
究
科
長
と
し
て
は
「
学
生
第
一
主
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義
」
を
掲
げ
、
専
門
職
大
学
院
で
あ
る
高
等
司
法
研
究
科
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
教
育
の
充
実
に
大
き
な
貢
献
を
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
他
、
平
成
二
三
年
四
月
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
ま
で
大
阪
大
学
法
務
室
長
と
し
て
大
阪
大
学
に
お
い
て
生
じ
た
法
的
問
題

へ
の
対
応
に
も
当
た
ら
れ
ま
し
た
。

　

学
外
に
お
い
て
は
、
令
和
元
年
よ
り
日
本
税
法
学
会
理
事
長
に
就
任
さ
れ
、
そ
の
他
、
租
税
法
学
会
理
事
、
資
産
評
価
政
策
学
会
理

事
お
よ
び
Ｉ
Ｆ
Ａ
（InternationalFiscalA

ssociation

）
日
本
支
部
理
事
を
務
め
ら
れ
、
学
会
運
営
の
中
心
を
担
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
各
種
国
家
試
験
委
員
と
し
て
、
平
成
一
九
年
か
ら
二
七
年
ま
で
司
法
試
験
考
査
委
員
、
平
成
一
八
年
か
ら
平
成
二
五
年
ま

で
公
認
会
計
士
試
験
委
員
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
行
政
実
務
と
の
関
わ
り
で
も
、
平
成
一
八
年
か
ら
大
阪
府
収
用
委
員
会
委

員
（
平
成
二
二
年
か
ら
会
長
）
と
し
て
多
数
の
収
用
案
件
の
審
理
お
よ
び
裁
決
等
に
携
わ
り
、
令
和
二
年
か
ら
は
大
阪
府
行
政
不
服
審

査
会
委
員
（
令
和
四
年
か
ら
会
長
）
と
し
て
、
審
査
請
求
に
か
か
る
諮
問
を
受
け
て
審
理
お
よ
び
答
申
の
作
成
に
当
た
る
な
ど
、
専
門

的
知
見
を
生
か
し
た
社
会
的
貢
献
を
重
ね
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
谷
口
先
生
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
大
阪
大
学
に
お
い
て
教
育
・
研
究
・
学
内
行
政
、
さ
ら
に
は
社
会
貢
献
に
尽
力
し

て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
谷
口
先
生
に
対
し
あ
ら
た
め
て
深
い
敬
意
と
感
謝
を
捧
げ
、
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
私
た
ち
に
対
し
て
ご
指
導
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
て
、
巻
頭
の
言
葉
と
し
ま
す
。

令
和
四
年
一
一
月

大
阪
大
学
法
学
会
評
議
員
長

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長　
　

瀧

口
　

剛



大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
長　
　

松　

本　

和　

彦
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